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  現在、食品中の放射性物質の基準は、暫定規制値として示されていますが、 

平成２４年４月から食品衛生法の食品の成分規格として、基準値が定められます。 

新たな基準値 

放射性セシウムの暫定規制値(Bq/kg)       放射性セシウムの新基準値(Bq/kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準値の考え方 

 

食品群 暫定規制値 

飲料水 ２００ 

牛乳・乳製品 ２００ 

野菜類 

５００ 穀類 

肉・卵・魚・その他

食品群 新基準値 

飲料水 １０ 

牛乳 ５０ 

一般食品 １００ 

乳児用食品 ５０ 
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基準値適用の考え方 

製造食品、加工食品については、原材料はもちろん、製造、加工された途中の状態でも基準値が

適用されます。ただし、以下の①、②の食品については、実際に食べる状態の安全を確保するた

め、実際に食べる状態を考慮して基準値が適用されます。 

①乾燥きのこ類、乾燥海藻類、乾燥魚介類など原材料を乾燥させ水戻しを行い食べる食品 

→食用の実態を踏まえて、原材料の状態と食べる状態（水戻しを行った状態）で一般食品の基準 

  値(100Bq/kg)が適用されます。 

②お茶など原料から抽出して飲む食品 

→原材料の状態と飲用の状態で食品形態が大きく異なることから、原材料の状態では基準値は適 

 用されません。お茶は、製造、加工後、飲む状態で飲料水の基準値(10Bq/kg)が適用されます。 

経過措置について 

 

もっと詳しくお知りになりたい方は 
厚生労働省ホームページ ：http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000023nbs.html 
  薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会放射性物質対策部会資料（平成２４年２月２４日開催） 

 


